
1111 広報とよころ広報とよころ
Apr-2026Apr-2026 1010広報とよころ広報とよころ

Apr-2026Apr-2026

子育て相談
子育てに関する不安や心配事など困ったときは、お気軽
にご相談ください。保健師・支援センター指導員などが
相談に応じます。
≪相談時間≫月曜日～金曜日　（9：00 ～ 17：00）

一時保育
保護者が仕事や病気で通院、看病、リフレッシュ等によ
り家庭でお子さんを見ることができない場合に一時的に
お子さんを預かります。（有料：30分150円・飲食費280円）

≪対象年齢≫
　満１歳から小学校就学前の町内に住所を有する健康な幼児
≪開設日および保育時間≫
　月 曜 日 ～ 金 曜 日（8：30 ～ 16：30）
　土曜日　　 　　　（8：30 ～ 12：00）

子育て情報の提供
わんぱく便りの発行。わんぱく広場の時間を利用し保健
師等の子育て講座・講演会などを開催します。
≪講座開催≫　年 5 回程度

赤ちゃん広場
乳児（1 歳 6 か月未満）を持つ親とその子が安心して
遊ぶことができ、お母さん同士が子育てについて気軽
におしゃべりできる広場です。現在妊娠している方も対
象になりますので、ぜひ、参加してください。
≪開催時間≫ 水曜日　9：00 ～ 12：00

わんぱく広場
子育て中の親子が自由に遊び、交流を深める広場です。
また、月１回の発育測定を行っています。夏まつりや
クリスマス会など季節ごとに楽しいイベントも行って
います。読み聞かせ、リサイクルの日なども実施して
います。
≪開催時間≫ 
わんぱく広場：毎週火・木曜日（9：00 ～ 12：00）
計測：木曜日（10：00 ～ 12：00）

親子交流室（開放）
親子交流室を開放します。時間内であればいつでも来
てください。お茶の用意もしてあります。
≪開放時間≫ 月曜日～金曜日

（9：00 ～ 12：00・13：00 ～ 16：00）

ことばの教室
　ことばの教室は発達が心配なお子さんや、ことばや行動が気になるお子さんのあるがままの状況を受けとめ、寄
り添いながら個別指導やグループ指導によりお子さんが本来持っている力を引き出す手助けをします。

たとえば「子どもの育ちが心配」…

　「ことばが遅い」、「表情が乏しい」、
「抱っこを嫌がる」、「極端な偏食があ
る」、「話を聞いていないように感じる」、

「年齢の割に落ち着きがない」、「乱暴」、
「うまく言えないけれど育てにくさを感
じる」、「友だちとコミュニケーション
がとれない」、「理解がゆっくりだと感
じる」、「運動面が苦手」など、お子さ
んの発達について心配なことがありま
したらお気軽にご相談ください。

帯広児童相談所による巡回児童相談（6 月 26 日（金）、11 月 26 日
（木）、の全 2 回。療育手帳に関する相談のみ）を行っています。ご
希望の際は、ことばの教室までお問い合わせください。

ことばの教室
 幼児～児童・生徒

 月～金曜日（9：00 ～ 17：30）
※ 1 時間単位とし、週 1 回程度の個別指導
※年齢、状況に応じて対応
 こどもプラザとよころ　2 階 ことばの教室
 乳幼児・1 歳 6 か月児・3 歳児健診及び相談の結果、通室が必要
と判断され、その幼児・児童の保護者が通室を希望したときに通
室申込書を提出してください。※相談はいつでも受け付けています。

問合せ先 子育て支援センター　☎（574）3931
ことばの教室　　　　☎（574）3932

子育て支援内容のお知らせ
豊頃町子育て支援センター

　子育て支援センターは子育て中の親子が気軽に遊べる場です。子どもが元気に育ち、保護者もいきいき子育てが
できることを願って子育てのお手伝いをするところです。楽しい育児ができるように、子どもたちと育児中のお母
さん、これからお母さんになる方を応援します。

乳幼児およびその父母、または祖父母、養育者、妊娠中の方
こどもプラザとよころ（わんぱく広場で月1 回行われる発育測定は保健センターで行います）

利用を希望する方は、支援センター備え付けの利用申込書を提出してください。
※変更になる場合もありますので、毎月の広報を確認してご参加ください。

　 実施内容

豊頃町
４月からスタート !

令和８年４月から保育所等に通っていないお子さんを対象に、
保護者の就労の有無にかかわらず、一定時間、保育施設を
利用できる「誰でもこども通園制度」を開始します。

〇対象児童：豊頃町にお住まいで、保育所等に通っていない、
生後０歳６か月～満３歳未満の児童

〇利用時間：こども1 人あたり月１０時間まで
毎週月曜日と金曜日の８時３０分から１１時３０分

〇利用料金：１時間あたり３００円
〇実施施設：豊頃町立茂岩保育所（豊頃町茂岩栄町４番地） 
〇利用定員：３人

利用までの流れ

①利用申請：こどもプラザとよころ（福祉課子育て支援係）に「豊頃町乳児等
通園支援事業利用認定申請書」をご提出ください。

（申請書はこどもプラザとよころに備え付けているほか、町ホーム
ページからダウンロードできます。）

②面談の実施：豊頃町から「利用認定通知書」が届いた後、茂岩保育所で
事前面談を行い、アレルギーの有無や健康状態の確認など
お子さんの状況をお聞きします。

③利用予約：利用したい日時をご予約ください。

④施設利用：利用料金は翌月に請求いたします。

問合せ先 福祉課子育て支援係　☎（574）3931
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